
万が⼀の労働災害に
備える安⼼感

フリーランスであっても、仕事中

に災害や事故が発⽣する可能性は

常に存在します。労働災害保険の

特別加⼊により、万が⼀の場合に

も経済的な補償や⽀援を受けるこ

とができます。これにより、⾃⾝

や家族の安⼼感を確保できます。

⾃分で保険料を
設定できる

業務上の病気や
休業時の補償

お
任

せく
ださい

！

労災保険の主なメリット

��情�は

メルマガ��で�
https://jtuc-network-support.com/

労災保険料は、フリーランス加

⼊者の1⽇あたりの給付基礎⽇額

に365⽇分をかけた上で、原則

0.3%の保険料率を乗じる計算⽅

法になります。⾃分で1⽇の給付

基礎⽇額をいくらで申告するか

で、保険料を決めることができ

ます。

労働災害保険に加⼊すること

で、労働災害による治療にかか

った費⽤が給付されます。ま

た、仕事ができなくなった場合

にも休業補償として給付を受け

ることができます。このため、

病気や怪我による医療費の負担

を軽減できます。

2024年秋、フリーランス
の労災保険が全業種に拡⼤
される予定です！

2024年秋、フリーランス
の労災保険が全業種に拡⼤
される予定です！
※労災保険の特別加⼊制度は、労働者以外の⽅のうち、業務の実
態や、災害の発⽣状況からみて、労働者に準じて保護することが
ふさわしいと⾒なされる⼈に、特別に任意加⼊を認めている制度
です。�厚⽣労働省は2024年秋をめざし、業務委託を受けるフリ
ーランス（特定受託事業者）がどの業種でも労災保険に加⼊でき
るようにする⽅針案を⽰しています。

連合はフリーランスの社会的セーフティ
ネットの拡充・強化をめざしています

連合は、すべての働く仲間にとって「必ずそばにいる存

在」として、フリーランスの課題解決サイト「Wor-Q」を

運⽤しています。厚⽣労働省が2024年秋の施⾏をめざす

「特別加⼊制度の新たな枠組み」は、労災保険に⼊れるフ

リーランスの対象を全業種に広げる内容であり、連合のめ

ざす「曖昧な雇⽤」で働くフリーランスの社会的セーフテ

ィネットの拡充・強化につながるものです。

「フリーランスの労災、初めてで
難しい」という⽅には、連合のフリー
ランス課題解決サイト「Wor-Q」が

全⼒でサポートします。

全てのフリーランスの皆さまへ
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